
 

市では、雨水の有効利用及び地下水のかん養を促し、水環境の保全や雨水の流

出抑制を図るため、雨 水 貯 留 槽 の 設 置 費 用 の 一 部 を 補 助 し ま す 。 補 助 金

の 交 付 を 受 け る に は 、 雨 水 貯 留 槽 の 購 入 前 に 申 請 が 必 要 で す 。  

※ 雨 水 貯 留 槽 と は 、 雨 ど い に 接 続 し て 雨 水 を タ ン ク に 貯 留 し 、 散 水 、

防 火 用 水 等 に 活 用 す る 容 器 を い い ま す 。  

 

補 助 対 象 者  

市 内 に 既 存 の 戸 建 て 住 宅 (延 べ 面 積 の ２ 分 の １

以 上 を 居 住 の 用 に 供 し て い る 住 宅 を 含 む )を 所 有

す る 個 人 (共 有 の 住 宅 に お い て は 代 表 者 )。 以 下 の

場 合 は 対 象 と な り ま せ ん 。  

・ 売 買 を 目 的 と し た 住 宅  

・ 下 水 道 使 用 料 、 下 水 道 受 益 者 負 担 金 、 市 税 を  

滞 納 し て い る 場 合  

 ・ 供 用 開 始 区 域 で 、 公 共 下 水 道 を 利 用 し て い な い 場 合  
 

補 助 対 象 要 件  

雨 水 貯 留 槽 の 購 入 、 当 該 住 宅 の 敷 地 内 へ の 設 置 が 、 今 年 度 中 に 完 了

す る こ と 。  
 

補 助 額   

市 の 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 雨 水 貯 留 槽 本 体 購 入 価 格 （ 設 置 費 及 び

消 費 税 を 含 む ） の ３ 分 の ２ 以 内 の 額 （ １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ

た 場 合 は 、 こ れ を 切 り 捨 て る ） で ３ ５ ， ０ ０ ０ 円 を 限 度 と し ま す 。  
 

申 請 に 必 要 な も の ※ 雨 水 貯 留 槽 の 購 入 前 に 申 請 が 必 要 で す 。  
 

  申請は、同一の住宅に対して年度内に１回を限度とします。  

①  雨 水 貯 留 槽 設 置 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ）  

②  雨 水 貯 留 槽 の 設 置 に 要 す る 見 積 書 等 の 写 し  

 ③ 印 鑑 （ 朱 肉 を 使 う も の ）  
 

申請窓口・お問合せ  

市 役 所 ２ 階 １ 番 窓 口  下 水 道 課  

電 話 （ ０ ４ ２ ） ５ ６ ３ － ２ １ １ １  内 線 １ ２ ３ １  

平 日  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 ～ 午 後 ５ 時 １ ５ 分  

※ 土 、 日 曜 日 、 祝 日 、 年 末 年 始 は 除 く  

雨 水 貯 留 槽 の 設 置 補 助 


